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救
治
鱗
箆
よ
の
マ
キ
ア
ザ
曇
℃
轟
泰
ソ
プ
ス

煽
《

政
治
學
史
上
の
マ
キ
ア
ヴ
ヱ
リ
電
ホ
ツ
ブ
ス

島
　
　
田

久
　
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
輔
）

　
希
臓
哲
學
が
『
自
然
勧
の
研
究
よ
勢
輔
じ
て
ポ
ー
プ
の
所
謂
人
聞
の
適
嘗
塗
る
醗
究
封
象
控
る
入
間
の
研
究
に
移
9

し
は
疋
に
ン
7
イ
ス
、
を
以
て
始
ま
る
も
の
で
あ
る
（
派
の
言
3
冨
茜
“
o
曙
蟹
仲
愚
麗
0
8
喜
ぎ
Oね
・
oo
・
墾
照
）
然
典
、
融

會
科
學
の
濫
篶
に
於
て
は
其
の
考
察
は
主
ε
し
て
、
倫
理
方
面
で
あ
つ
て
、
政
治
、
法
律
の
方
面
は
翠
に
倫
理
生
活

に
開
聯
し
て
論
蓮
せ
ら
れ
た
る
に
愚
ぎ
な
い
。
蓋
し
、
希
膿
に
於
て
も
℃
其
の
哲
學
は
瀞
學
及
び
箴
書
酌
倫
理
の
形

式
に
於
て
其
の
宗
敷
よ
歩
濁
立
し
ね
も
の
で
あ
つ
た
。
（
》
妻
0
9
離
轡
馨
6
蔓
竃
㎏
髭
3
0
嘗
箏
鮮
蔓
餐
蓼
謹
㎏

ヤ
畢
2
照
讐
嬉
に
、
紳
學
及
ぴ
億
理
は
宗
敷
よ
多
出
生
し
政
治
學
及
び
其
の
飽
の
人
文
科
學
は
紳
醸
及
び
倫
理
よ

り
涙
生
し
泥
も
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
b
辞
§
置
、
碧
5
b
詳
ゆ
鴇
旨
ぎ
、
国
凶
器
惨
曽
馨
誌
β
等
の
諸
紳
は
各

々
℃
秩
序
、
正
義
、
邪
憲
、
報
復
、
保
護
の
司
繭
電
し
て
、
存
し
π
る
も
の
で
あ
る
。
（
蝉
盟
δ
罵
鑑
馨
ご
箋
o
ユ
“
．
堕

ぽ
曳
置
豊
ざ
零
・
怠
や
嚢
照
）
ン
ン
イ
弐
準
及
ぴ
英
の
後
縫
者
中
に
駿
見
せ
ら
る
る
電
繋
せ
ら
る
る
敢
會



墜
魯
騰
の
勲
き
も
本
然
は
倫
理
學
的
企
圖
で
あ
つ
て
、
政
治
學
的
企
醐
を
有
す
る
も
の
で
ぽ
な
い
。
恰
も
、
経
演
醸

が
曾
て
辱
欧
治
愚
中
に
包
奮
せ
ら
れ
て
居
髭
勲
く
に
、
政
治
學
も
其
の
出
生
以
前
に
於
て
厭
正
に
倫
理
學
の
胎
内
に

春
し
暫
め
乾
も
の
で
あ
つ
陀
。
而
し
て
、
億
理
學
よ
り
政
治
學
を
分
離
せ
し
め
て
、
一
の
狸
立
し
驚
る
科
藁
ξ
し
｛

の瞳戯を

呉
窟
せ
し
む
る
に
奪
）
し
功
績
を
負
ふ
も
の
は
實
に
ア
，
ヌ
ト
ク
リ
馨
ス
で
あ
菰
。
（
豹o
讐
蝉
瑠
＆
露
勉

証
嘗
且
璽
ハ
豊
冨
蓼
昌
ε
憂
”
寓
騨
o
量
亀
浮
o
匂陰
・
岡
窪
8
竃
勺
o
謹
冨
＝
鴇
℃
●
篭
。
＝
蝋
塵
羅
）
勿
論
簾
絡
稼
る
意
難

艦
於
て
動
ア
，
凱
㍗
ヲ
，
P
ス
は
政
治
學
の
創
始
者
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク
リ
馨
ズ
の
時
代
、
杏
璽
に
墜
驚
起
於
て
磨

致
輸
家
福
並
に
、
哲
學
者
は
鮭
會
の
趨
源
或
は
諸
政
治
趣
織
の
効
罪
に
つ
い
て
論
蓮
し
た
。
ン
ク
ラ
タ
あ
は
麗
よ
参

救
治
學
よ
り
倫
漉
學
に
關
奥
し
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ご
も
、
被
の
辮
謹
法
を
以
て
興
φ
時
代
に
流
蓮
せ
る
救
治
継
想

に
尉
ヵ
な
る
解
決
を
奥
へ
π
。
政
治
家
の
必
須
理
想
と
し
て
の
幸
脇
の
親
念
、
艶
に
爲
政
家
の
銚
く
ぺ
か
ら
ざ
る
養

格
ε
し
て
の
蒋
學
的
智
識
の
観
念
は
實
に
、
ン
ク
ラ
ヲ
ス
の
周
園
に
酸
成
せ
ら
れ
髭
も
の
の
綾
で
あ
る
。
翼
に
プ
ラ

辱
書
ソ
は
師
の
欝
を
曇
展
す
る
に
止
ま
ら
ず
し
て
、
是
に
よ
夢
深
該
な
る
意
襲
を
輿
へ
更
に
國
家
の
盤
璽
及
び
実
の

霊
欝
稼
蚤
総
織
に
っ
い
て
、
秩
序
的
な
論
設
を
試
髭
。
繭
し
て
℃
プ
ラ
摯
蓼
ソ
の
見
解
は
ア
タ
男
憲
夕
穿
書
ス
に
ホ

奪
て
♪
辛
辣
な
る
撹
鈍
を
蒙
つ
詑
竃
羅
も
因
書
畠
澤
及
び
．
冒
霧
の
ぎ
謹
躊
に
及
ぼ
せ
る
影
饗
櫨
蕪
大
で
あ
る

（轡

σ
饗
塗
噛
酵
●
ξ
》
慧
雰
≦
蔭
桝
暮
騰
＆
唇
ぎ
譜
》
莚
ぐ
静
霧
鳥
回
鼠
韓
ザ
桶
鐸
箋
・
ρ
源
蔑
瀞
O
昏
箆
蓄
零
・
鷲
・

　
　
　
　
　
厩
論
罎
滋
上
の
マ
尋
ヲ
ダ
呂
讐
老
ホ
ツ
プ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
塊



　
　
　
　
虞
浪
攣
毘
上
の
剛
キ
ジ
勘
至
婁
赴
富
少
プ
落
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凶
O
O

碗
）
然
黄
、
髄
に
蓮
ペ
セ
糠
に
彼
等
の
企
圏
は
本
然
倫
理
的
で
あ
つ
て
、
殊
に
『
理
想
國
軸
の
如
き
は
｝
o
鎖
舞
の
露
べ

6
演
如
～
（
↓
ぎ
因
8
5
一
肖
3
仲
触
◎
冨
冒
蓼
登
↓
ぎ
↓
窪
犠
国
阜
ヤ
膿
o
o
）
疋
義
の
探
求
と
属
的
電
せ
る
も
の
で
あ

づ
℃
℃
純
然
セ
る
倫
理
的
藝
旛
品
砿
勢
ε
穏
せ
ら
る
る
所
以
で
あ
る
。
而
し
て
、
臨
念
論
的
或
は
理
想
論
的
金
圖
を

離
蜘
て
、
政
治
魏
象
が
其
れ
自
艦
猫
立
し
π
る
砺
究
封
象
ε
な
り
、
現
實
的
考
察
を
受
く
る
に
選
つ
ね
の
は
是
を
ア

一
捗
裁
ト
テ
ジ
ス
に
離
逡
せ
し
め
得
べ
き
で
あ
る
。

　
曳
躍
鋒
誤
の
嘆
じ
た
如
く
中
世
縄
は
竈
に
政
治
學
に
宣
り
て
不
幸
な
時
代
で
ま
つ
泥
。
（
縛
零
観
o
鐸
㊧
亀
震
裂
鍵
魯
讐

響
畿
蕎
彙
噛
瞬
o。
o

。
桝
ρ
ご
而
し
て
中
世
紀
が
如
何
に
豊
富
な
丈
献
を
有
す
ε
雄
も
、
濁
立
せ
る
理
論
政
治
學

の
碗
究
及
ぴ
歌
獲
電
し
て
は
甚
だ
貧
弱
で
あ
つ
て
、
其
の
哩
輔
の
論
璽
は
紳
學
に
抱
曾
せ
ら
れ
π
る
教
俗
爾
梅
の
論

撃
で
あ
り
髭
。
議
昌
感
o
旨
＆
ぴ
》
㎎
窃
鐸
ρ
9
雲
9
宅
器
ロ
9
0
ω
9
貫
瞥
窺
器
鹸
冨
O
O
齢
答
兜
矯
（
》
諸
団
蒔
職
2

頓嘗

畠瀦

亀
ぎ
臣
昆
日
ぎ
8
σ
q
罧
塾
0
9
Ω
R
8
昼
ε
卑
＆
3
9
窮
嘗
圃
α
鴨
ぢ
轟
撃
箏
）
飴
の
意
嘘
に
於
て
中
漫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヂ

鍔
廃
甕
難
蕃
農
肇
あ
る
．
而
し
ゑ
副
間
劉
曙
脇
澗
慧
轟
a
形
副
篭
一
各
レ
黎
蓉

攣
問
階
級
の
全
地
位
を
占
有
し
て
ゐ
泥
僑
侶
の
優
勢
は
英
の
接
鯛
す
る
総
て
の
事
物
に
封
し
て
、
自
己
の
形
式
を
與

ぺ
た
。
斯
で
て
肚
會
は
恰
も
騨
政
の
如
く
見
轍
さ
れ
、
政
治
學
、
哲
學
恥
殺
育
は
其
の
寒
配
の
下
に
驕
し
盤
く
灘
學

的
裟
欝
を
適
用
せ
む
れ
泥
の
で
あ
る
。
（
男
き
ら
8
嘗
躍
鼻
露
霧
9
躍
。
撃
8
蔓
需
鷺
隻
鴎
畿
・
夢
窪
讐



壁
！
冨
旨
ぎ
単
N
O
鱒
O
噂
・
．
軸
）

　
刺
測
の
思
想
家
の
何
人
中
に
も
．
中
世
の
事
實
上
の
政
治
組
織
泥
蔭
し
封
建
制
度
に
關
す
る
何
等
理
論
的
分
株
の

試
み
を
曇
見
す
る
こ
と
嫁
出
來
電
潔
彼
等
は
殆
ん
ピ
ア
リ
ス
ト
ヲ
リ
ー
ス
の
模
倣
或
は
註
解
を
以
て
甘
ん
じ
抽
象

的
成
は
具
饅
的
聞
題
と
し
て
生
起
じ
た
敷
俗
雨
権
の
大
論
争
に
關
す
る
も
の
を
除
い
て
は
實
際
政
浩
に
つ
い
で
、
全

糠
騒
雛
霧
聲
鱒
響
い
四
が
雛
墾
鑓
藻
魏
鉦
騨
雛
麟

　
　
　
　
プ
ケ

扱
ひ
を
受
け
鞭
襟
に
な
つ
セ
政
治
學
は
希
臓
末
期
に
於
け
る
公
黄
生
活
の
頽
麓
並
び
に
羅
馬
に
於
け
る
欧
泊
理
稔
の

露
重
し
羨
籠
舞
ら
つ
あ
つ
蕪
、
諦
誉
入
る
や
、
雫
宗
駿
義
の
中
贔
蓋
、
薯
俘
透

霧
鰺
霧
暴
群
論
華
甥
賜
魂
顯
講
欝
鋒
嘉
斜
難
”

幸
な
る
政
治
學
は
再
ぴ
宗
敷
及
ぴ
道
徳
の
鎖
か
ら
之
を
解
放
し
た
る
一
人
の
救
濟
者
を
護
見
し
た
。
ご
零
置
媛
畷
霧

が
曾
て
提
示
せ
ら
れ
ね
る
嘘
一
の
便
値
あ
る
國
家
の
模
型
な
参
ε
塗
し
髭
9
窒
轟
の
作
者
｝
婁
醗
誕
裟
譲
仲
象

が
以
て
縦
僅
唯
一
の
政
治
學
着
と
呼
ん
だ
る
昌
3
▽
、
呼
キ
ア
ヴ
雲
り
即
ち
是
で
あ
る
。
．
（
算
葬
藝
2
ぎ
蓋
昆

ご
藝
釜
嚇
瞬
盆
9
”
鷺
賊
誉
稗
O
o
目
ヨ
o
昌
甕
亀
昏
｝
鼻
に
》
国
韓
嫉
ぎ
鷺
o
路
噛
○
露
昌
2
銭
・
び
嘱
團
藝
窯
禽
擢
ざ
噴
」
讐
）

　
　
　
　
，
慶
”
盤
璽
慧
轟
よ
の
禦
毒
7
ダ
累
璽
＆
審
，
ザ
募
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
O
翻



　
　
　
　
激
鋤
礁
禽
玉
の
｝
毒
？
ザ
掴
9
急
瀧
タ
チ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
哺
、
瞳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

翻
謝
議
の
申
謝
顎
レ
・
、
涛
毒
，
暑
主
．
濯
力
皇
張
、
蕃
漂
、
霞
墨
の
支
麗
園
歯
す

る
鋤
雫
は
や
毒
ア
ヴ
呂
，
の
蚕
然
顧
み
ざ
る
慮
で
あ
つ
て
－
激
父
．
．
瀞
學
者
の
意
見
は
彼
の
写
を
倦
す
露
で
塗
か
つ

驚
。
古
代
及
び
中
世
を
蓮
じ
で
如
何
な
る
哲
學
者
ε
誰
も
D
彼
の
如
く
大
騰
に
政
治
に
響
し
て
噛
宗
教
、
逡
徳
に
從

腐
蘭
否
な
否
定
的
位
置
を
輿
へ
π
も
の
は
な
い
。
吾
人
は
彼
が
、
、
蟹
男
誉
。
幽
罵
噸
鳩
中
に
於
て
は
何
馨
寒
激
的
逡
徳
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企鯛の

震
跡
を
慶
見
し
得
な
》
の
で
あ
る
、
（
腔
㎏
↓
ま
撃
閃
聾
凝
π
鰻
・
欝
面
讃
鼠
曙
ぎ
躍
鐵
需
予
謹
）
ア
リ
ス
撫
ヲ

，
釈
畠
以
後
久
し
急
等
閑
監
蹴
竜
弼
輌
惣
顔
磁
“
響
禦
選
魂
晦
翻
劇
畷
披
に
よ
う
監
御
蝿
鱗
い
副
ら
蜘
齢

⑳
み
に
非
学
し
で
、
此
の
分
離
こ
そ
彼
が
全
政
漕
論
の
根
底
髭
り
し
も
の
で
あ
る
。
噸
ギ
ア
ヴ
澱
，
を
以
て
鑑
健
麗

鱒
學
災
の
舅
頭
に
罎
く
ぺ
し
ε
な
せ
る
民
”
昌
内
蓼
肋
敷
授
の
雷
を
借
り
て
冒
へ
ぱ
彼
は
實
に
政
治
學
よ
り
倫
理
肇

を
簿
郷
し
た
も
の
で
あ
つ
詫
霜
包
罠
総
謬
O
。
ぎ
8
昌
o
琶
畠
留
『
O
窃
＆
畠
窪
畠
窪
鼠
。
鱒
＆
。
＆
雛
o馳

・
噺瞳
ぢ
）
鍍

の
碧
作
が
盤
時
の
政
治
論
と
全
メ
相
隔
つ
て
ゐ
た
の
は
丁
度
認
ロ
ソ
プ
ヌ
の
著
作
が
當
時
の
地
理
學
上
の
定
醗
ぜ
憂

熱
異
つ
て
ゐ
た
の
に
近
似
し
て
ゐ
る
。
彼
が
他
の
人
士
よ
壷
全
ぐ
墨
つ
セ
見
解
を
探
つ
た
の
は
彼
貞
ら
露
つ
髭
露
で

あ
つ
で
（
浮
o
騨
ぎ
♂
a
・
ξ
国
呂
銭
。
ざ
マ
鴇
）
是
鳳
彼
が
彼
の
所
説
を
諒
解
す
る
人
々
に
向
つ
て
、
よ
タ
大

舞
る
利
盆
を
輿
ふ
，
る
も
の
電
信
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
薫
鼻
）
彼
以
外
の
多
く
の
人
士
は
曾
で
現
實
に
存
在
し
た
二
ε



縦
》
翠
に
懸
儀
的
の
国
家
魂
磯
政
府
を
構
腐
し
驚
。
然
し
な
が
ら
、
物
象
の
想
像
よ
蚕
装
の
本
態
を
翻
ず
る
嫉
璽
に

必
要
で
な
ぐ
で
は
敬
ら
蹴
ゆ
葦
し
現
實
生
活
は
理
想
よ
委
胡
蓮
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
理
想
を
邉
求
し
て
覗
黛
を
麗

鶴
守
轟
も
の
は
纏
て
霞
ら
費
ら
自
ぷ
る
も
の
で
あ
る
蜘
ち
で
あ
る
ε
。
（
薫
飾
）

㌦
．
筆
塾
デ
耀
墨
は
轡
人
の
轟
胸
主
蚤
鑑
理
を
鋼
奪
し
尭
々
賄
し
て
、
業
の
範
簿
に
自
然
を
抱
含
す
る
纂
砿
嫁
か
つ
彪

嚇
で
あ
融
一
。
娩
撫
8
藷
瀧
ラ
哲
學
の
批
制
ピ
し
て
生
わ
セ
新
哲
愚
は
懐
疑
鹿
義
で
あ
ウ
髭
。
蓋
し
、
再
人
の
理
知
の

上
憶
趨
然
電
し
て
標
蟹
せ
ら
れ
髭
具
理
な
る
竜
の
戚
到
達
し
得
ざ
る
竜
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
新
雷
醸
厩
貞
然
主
義

に
擬
い
髭
噂
実
髄
復
興
期
の
恩
想
家
に
随
へ
嘘
濁
う
自
然
k
於
て
の
み
翼
理
の
端
緒
櫨
髪
箆
し
得
べ
ぐ
鐘
竃
冥
驚
奨

の
本
購
を
も
捕
捉
し
得
，
る
も
の
ε
徽
き
れ
ね
の
で
あ
る
。
敷
會
並
ぴ
に
噸
紳
駿
な
る
菩
提
駈
臨
の
内
に
紳
を
曇
見
し

繕
な
か
つ
惚
人
頻
の
盤
爆
は
纏
て
魂
世
及
ぴ
入
衡
の
帥
的
仮
麓
の
信
念
に
韓
じ
詑
。
是
れ
黄
に
古
代
丈
化
醤
生
の
際

隣
で
あ
つ
で
、
商
業
の
憂
建
、
新
大
陸
螢
見
の
企
書
、
俗
擢
の
獅
立
噂
轟
政
諮
．
玉
國
の
檎
成
等
の
薪
鰺
伐
の
轡
徽
纏

斯
顕
る
償
念
に
よ
塵
て
生
震
せ
し
め
ら
れ
彪
の
で
あ
る
。
’
斯
《
て
、
『
中
髄
鑛
の
人
』
は
其
の
衣
を
振
つ
て
、
穐
新
時
代

⑤
み
臨
．
鯵
穆
に
驚
つ
セ
。
而
し
て
伊
太
剰
に
於
げ
姦
艶
の
新
人
の
樫
彪
櫨
實
に
｝
キ
ァ
ヴ
蝕
穿
麟
之
を
見
る
姦
演
出

燕
る
．
（
ゼ
畠
鴨
憲
凝
躍
ε
O
o
3
饗
養
警
o
ご
磯
鑑
扇
叢
薩
o
嘗
畢
噂
》
冨
凌
・
）
｝
噸
ア
ダ
ヱ
舅
の
目
的
櫨
俳
太
篇
を
し

で
厩
露
潜
ら
し
め
ん
ε
す
る
に
あ
つ
セ
。
薦
し
て
助
㊤
欝
朗
を
貫
撤
す
る
に
馨
つ
て
聖
侮
等
塾
形
灘
上
艶
悔
藤
暴
麹

　
　
　
　
　
鷺
論
”
構
滋
よ
O
マ
キ
ヌ
ザ
轟
，
と
傘
，
プ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫
O
愚



　
　
　
　
　
款
治
學
寓
上
の
マ
キ
ア
ダ
蟹
1
匙
虚
ツ
プ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
鴎

嬰
素
の
援
助
を
求
む
る
事
な
く
、
全
く
菱
壽
争
国
讐
8
霞
。
謬
響
噂
眉
民
竃
鵬
よ
9
鐵
登
し
髭
被
は
政
冶
箪
に
於

け
る
最
初
の
轍
窪
一
韓
（
》
。
謬
H
b
匡
一
q
富
b
詩
苞
窪
o
馬
層
o
塁
傘
㌘
贔
）
で
あ
つ
陀
。
國
家
に
依
輯
す
る
こ
電
、

紹
燈
唯
一
な
る
、
實
に
マ
キ
ァ
ヴ
笛
り
の
如
き
は
稀
で
あ
る
。
恰
も
魚
の
水
に
於
け
る
、
鳥
の
塞
に
於
け
る
ε
等
し

鑑
彼
に
と
つ
て
は
國
家
は
嘘
一
の
生
活
要
素
で
あ
る
．
古
代
希
脇
人
、
，
否
更
に
羅
馬
人
鷺
同
じ
様
に
彼
に
ε
つ
℃
は
，

國
家
は
最
高
の
も
の
で
あ
つ
π
。
か
《
し
て
、
吾
人
は
此
の
最
高
な
る
嗣
家
の
濁
立
の
爲
に
あ
ら
ゆ
る
手
段
の
澤
化

せ
し
め
ら
る
る
も
の
を
見
お
。
蓋
し
彼
に
ε
つ
て
は
芋
段
の
到
圓
，
的
性
は
曖
一
の
繕
艘
度
衡
で
あ
つ
驚
か
ら
で
あ
る
。

（
匹
g
峠
9
5
．
評
6
観
＆
箪
o
つ
騨
．
o
自
。
凝
oo
一
鱒
阿
．
）

ー
ヤ
帯
ア
ヅ
ユ
リ
が
其
の
最
高
目
的
を
到
達
せ
ん
が
爲
に
喬
唱
し
乾
手
段
に
つ
い
て
は
腿
々
葬
難
の
聲
が
襲
せ
ら
れ

る
露
で
あ
る
。
『
｝
ナ
キ
ヴ
3
y
ズ
ム
名
な
る
群
織
最
も
暖
黒
に
し
て
最
も
羅
魔
的
な
る
政
治
に
封
す
る
異
囎
慮
し
て

響
き
D
纏
て
の
轟
窯
の
索
質
憾
彼
に
存
す
ε
誘
し
ら
れ
る
』
（
蟹
毛
脚
鼠
窯
馨
2
蜜
登
駄
O
o
旨
短
磐
糧
管
・
ぢ
躍

甘蓑り一

督
・
）
δ
れ
ε
も
然
か
も
、
彼
の
影
蓼
を
吾
人
の
考
慮
に
入
醜
る
こ
と
を
な
く
し
て
鵬
、
輔
，
千
六
百
年
よ
動

｝
千
入
百
年
に
至
る
聞
割
一
般
欧
羅
巴
政
治
家
の
心
胸
を
支
配
し
セ
思
想
を
充
分
に
理
解
す
る
事
は
出
鰯
塗
い
。
而

し
て
彼
が
鼠
意
し
驚
の
ほ
君
主
政
膿
に
存
す
る
の
で
塗
《
し
て
、
政
治
の
能
率
に
あ
ゑ
、
將
た
叉
、
彼
が
『
暴
欧
』
を

■
推
奨
し
泥
の
は
翠
に
日
的
を
達
す
る
手
段
ε
し
て
に
愚
ぎ
塗
い
と
曇
ぶ
毒
は
一
般
に
是
認
せ
ら
る
、
に
笙
0
た
露
懇



あ
る
ダ
彼
が
何
馨
か
の
巽
和
制
潜
し
く
は
．
立
憲
君
主
政
騰
を
撰
好
し
セ
の
は
U
厨
8
鼠
馳
8
黄
ポ
霊
欝
ご
§
島

蝉
鶴
臨
9
卜
島
乙
p
鴇
．
U
房
8
讐
8
毘
『
困
a
馨
髄
～
U
亀
．
卜
蕊
留
薮
9
舞
即
く
」
8
に
示
す
露
で
め
る
。

而
し
て
着
し
暫
く
、
贈
國
の
安
全
と
云
ふ
こ
足
を
其
自
薩
目
的
と
し
て
設
定
せ
ん
か
勉
彼
の
奨
め
驚
る
手
段
は
纏
て

必
嬰
塗
る
の
み
莚
ら
す
、
矩
に
賞
讃
に
便
す
る
も
の
で
あ
つ
泥
。
（
｝
、
塑
男
蒔
管
｝
o
o
嘗
島
3
夢
島
樽
◎
箏
ゆ
舜
臓
）

』
ダ
ン
ヲ
の
フ
質
レ
ン
ス
に
生
れ
た
る
（
】
千
二
百
六
十
五
年
）
頃
に
當
つ
て
は
炉
太
利
は
輩
に
薮
多
の
小
政
府
に

分
割
せ
ら
れ
て
居
た
の
み
な
ら
ず
，
敷
俗
爾
穫
の
闘
雫
の
枝
僚
た
る
℃
グ
〃
蕪
及
ぴ
ギ
く
リ
ソ
黙
の
維
焉
す
べ
か
ら

ざ
る
葛
藤
に
よ
つ
て
、
支
離
滅
裂
の
劔
態
に
置
か
れ
て
お
つ
セ
。
而
し
て
、
輔
方
．
羅
馬
帝
國
は
法
王
に
よ
つ
で
無

力
の
位
置
に
ま
で
、
屡
倒
さ
れ
て
お
つ
髭
が
，
自
ら
ギ
建
リ
ン
窯
で
あ
つ
て
．
千
三
百
二
年
以
後
一
個
の
放
講
者
で
あ

っ
セ
、
ダ
ン
。
7
は
ヘ
ン
リ
蓼
十
二
世
の
伊
太
利
に
於
て
其
の
穫
力
を
主
張
し
、
帝
國
を
し
て
、
再
ぴ
蕪
生
せ
し
め
ん

ピ
す
る
最
後
の
痙
攣
的
企
圖
ε
見
セ
。
併
し
乍
ら
逡
般
の
企
麟
は
不
幸
失
敗
に
購
し
、
無
秩
停
も
無
政
府
に
煩
ひ
陀

る
人
々
が
一
度
ぴ
皇
帝
を
し
て
、
伊
太
利
に
季
和
及
び
統
M
を
同
復
せ
し
め
ん
ε
し
セ
高
逡
な
希
望
の
表
魏
で
あ
つ

陀
彼
の
U
。
鷺
8
§
欝
は
寒
に
『
預
言
た
ら
す
し
て
墓
銘
』
陀
り
し
に
愚
ぎ
な
か
つ
髭
。
（
》
劇
莞
。
2
頃
o
蔓
犀
o
量
弩

国
暑
一
3
畠
・
葦
・
》
人
々
に
憲
み
を
興
へ
ん
ミ
し
て
篠
す
る
も
の
の
中
、
最
善
な
る
も
の
は
奉
和
で
あ
る
。
か
く
て
魯

天
上
よ
う
牧
者
の
聴
く
盤
は
富
に
あ
ら
ず
．
快
樂
に
あ
ら
ず
、
名
馨
に
あ
ら
す
、
長
壽
に
あ
ち
ず
．
健
康
に
あ
ら
ず
塾

　
　
　
　
款
治
【
顔
山
轟
上
の
マ
キ
ア
ヴ
呂
，
盈
ホ
ツ
プ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鹸
0
笈



　
　
　
　
厩
泊
豪
毘
上
Φ
マ
勢
ア
タ
呂
噸
と
廓
少
プ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六

力
量
に
あ
ら
参
、
奨
に
あ
ら
ず
し
宅
、
そ
は
革
和
で
あ
る
。
』
（
U
o
窒
0
3
器
獣
8
国
犀
一
」
壱
）
ε
な
し
た
ダ
ン
テ
は
纏

宅
、
4
纏
て
の
調
和
は
意
志
の
一
致
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
人
類
は
其
の
最
善
塗
る
瓶
態
に
於
て
は
一
種
の
翻

和
で
あ
る
。
個
人
の
最
善
が
其
の
調
和
に
存
す
る
が
如
く
、
家
族
、
都
市
、
王
國
に
つ
い
て
も
然
り
で
あ
る
。
こ
は

又
、
人
類
全
艘
に
就
い
て
も
受
る
こ
ε
は
塗
い
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
人
類
の
最
善
は
其
の
意
志
の
一
致
に
存
す
る
の

で
あ
る
抽
然
共
、
こ
れ
は
輔
の
意
志
が
あ
つ
て
、
他
の
意
志
を
支
配
す
る
に
非
ん
ぱ
行
れ
な
い
露
で
あ
る
』
ξ
な
し
、

斯
で
し
て
満
全
意
志
を
統
御
す
べ
き
君
主
な
か
る
可
か
ら
ざ
る
を
示
し
『
人
類
の
最
高
の
幸
繭
の
爲
に
は
漣
界
に
國

竃
の
存
ず
る
必
饗
』
に
結
論
し
陀
。
（
国
ぎ
｝
馨
・
）
ダ
ン
ヲ
を
し
で
斯
か
る
所
醗
を
叱
か
し
め
彪
る
伊
太
利
の
釈
態
は

被
の
時
代
よ
う
改
善
せ
ら
る
る
こ
ε
な
か
つ
陀
も
の
で
あ
つ
た
。
而
し
て
ダ
ソ
ヲ
ε
等
し
《
呼
キ
ア
ヅ
雲
，
が
凋
歩

弧
力
あ
る
鑑
主
政
艦
の
樹
立
に
よ
つ
て
の
み
無
秩
序
を
正
し
李
和
繁
榮
を
期
し
得
べ
し
ε
思
料
し
た
の
は
當
然
ε
云

は
塗
4
て
は
触
ら
職
。
彼
曇
は
す
や
。
　
．
．
：
t
み
詳
二
梓
鋒
3
疑
ぽ
冨
讐
8
鐘
び
9
臨
帥
鴨
島
盤
一
言
害
邑
霧
一

魯
側
、
汐
馨
讐
象
馨
窃
蜘
9
昌
匿
浮
o
》
窪
g
叫
僧
奮
嚇
畿
9
0
5
ザ
魯
為
琶
年
o
再
o
益
o
き
詳
馨
“
帽
o
研
一
＆
魅
o
唱
謹
8
馨
り

O
糞
国
昆
O
需
茜
O
言
議
浮
些
瓦
且
鑑
8
一
”
目
醐
ぐ
マ
ー
：
－
窪
島
宕
霞
向
雷
ぞ
羅
津
詳
鼠
盆
↑
窪
讐
餓
凋
巽
謹
O

無2犀ぽ

ぎ
oo
塁
簿
彗
ε
寓
＆
后
．
詳
輪
｛
o
躍
鼠
肋
噂
b
暮
讐
8
ら
言
浮
・
器
葵
ぎ
σ
q
腕
導
α
黛
蓼
貧
餓
o
儲
『
ぎ
B
，

冨
昌
争
毎
σ
霞
且
舞
範
銑
o
盈
ぼ
一
驚
，
揖
夷
ユ
0
9
9
蜜
箸
ω
”
畿
掛
腕
8
5
ぎ
鎧
α
れ
ξ
Ω
ざ
8
誘
｛
賦
魯



齢
g
讐
評
集
餓
壽
ぎ
阜
諺
需
話
俺
籔
儀
顛
9
讐
再
ぎ
B
”
富
鮎
・
（
目
5
弓
藻
蓉
り
R
｝
・
簿
・
署
・
温
導
一
9
）
然
共
、
彼
は
ダ
ソ
グ

の
如
く
遇
古
に
望
を
囑
さ
な
か
つ
た
。
騨
聖
羅
馬
帝
國
は
彼
に
何
等
の
魅
力
を
有
す
る
も
の
で
な
か
つ
た
。
而
し
て

張
力
な
る
奪
政
政
応
は
飴
の
孚
死
の
伊
太
利
を
同
生
せ
し
め
ん
電
す
る
目
的
の
手
段
ε
し
て
主
張
せ
ら
筋
陀
の
で
あ

る
ひ

　
捲
徳
及
．
醗
宗
歎
よ
，
何
等
の
制
限
を
受
け
な
か
つ
た
如
く
、
｝
キ
ア
ペ
3
り
の
政
治
論
は
叉
法
律
に
よ
，
で
何
等

の
影
轡
を
受
砂
塗
か
つ
た
。
加
之
、
彼
は
法
制
に
つ
い
て
語
る
こ
ε
頗
る
稀
で
あ
つ
て
、
彼
の
思
想
を
自
然
法
着
む

‘
傭
慶
庭
的
灘
制
の
基
礎
の
上
に
置
ぐ
事
は
な
か
つ
た
。
彼
が
法
律
を
思
考
し
泥
時
は
彼
は
輩
に
法
律
の
中
に
政
治

的
蘭
裁
を
認
め
記
に
逡
ぎ
な
い
。
而
し
て
法
俸
の
偵
値
は
政
治
上
の
目
的
に
封
す
る
到
厨
的
性
に
よ
9
て
の
み
量
定

せ
ら
る
龍
も
の
で
あ
つ
て
、
其
の
合
正
．
義
性
に
至
つ
て
は
彼
の
眼
中
．
に
全
く
存
し
な
か
つ
た
露
で
あ
る
。
實
に
マ
キ

艶
ゲ
串
，
の
愚
想
よ
多
澹
滅
し
泥
も
の
は
自
然
漁
の
観
念
で
あ
る
。
（
里
彗
8
差
｝
o
ヤ
鼻
・
聖o
・
員
oo
二
や
）

、
頃
．
世
期
を
蓮
じ
て
、
紳
は
一
切
の
裏
源
ε
し
て
存
し
柁
。
『
吾
人
の
自
然
を
語
る
鱒
は
吾
人
は
騨
を
童
瞭
す
る
雇
委
。

灘
猿
を
餅
多
し
も
の
は
韓
奪
れ
ぱ
な
多
。
』
（
聖
ク
，
ト
ス
ト
書
ム
）
聖
ク
リ
ト
メ
塾
書
ム
の
書
つ
セ
醸
に
墓
督
嚢
徒
に

ε
ウ
で
罐
禽
然
慮
脚
ち
藤
で
あ
っ
泥
の
で
あ
る
。
故
に
＞
8
は
9
覧
彗
の
岩
働
露
釜
塗
る
名
僻
を
窪
甕
簡
篠

雛番

蜜
解
し
π
．
巳
に
ス
レ
ァ
翠
涙
並
に
若
干
の
羅
轟
法
學
者
に
よ
，
て
晴
示
せ
ら
れ
驚
自
然
法
及
び
紳
法
の
混

　
　
　
　
　
蔑
油
拳
轟
上
の
マ
キ
ア
ケ
麓
響
と
＊
ソ
プ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
竜



　
　
　
　
欺
輪
壌
。
奥
上
の
㌢
キ
ア
ザ
累
導
と
ホ
ツ
プ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
入

同
は
墓
督
教
の
時
代
に
至
つ
て
塞
に
避
く
可
か
ら
ざ
る
巻
の
ε
な
つ
た
、
從
つ
て
、
ヌ
コ
ラ
哲
學
者
は
自
然
法
を
以

て
瀞
の
仕
事
な
多
と
解
し
た
。
鰍
自
然
法
の
存
在
、
及
ぴ
其
が
人
間
の
立
法
者
よ
ウ
優
越
せ
る
泉
源
よ
9
來
う
、
随
つ
て

霊
法
者
の
上
に
絶
勢
的
拘
東
力
を
有
す
ε
云
ふ
凄
は
疑
は
る
る
こ
ピ
が
な
か
つ
た
。
（
ρ
O
蒼
ざ
凱
ざ
叢
邑
詳
緯
哺
鵬

冒
夢
免
旨
＆
一
〇
》
鵬
窃
U
2
0
實
蕊
9
塗
照
）
荊
く
て
の
薮
号
震
鴇
の
岩
ぎ
は
『
如
何
な
る
法
律
の
制
裁
‘
鑑
も
、
そ

れ
が
紳
法
の
相
を
有
す
る
に
非
ん
ぱ
無
効
で
あ
つ
て
、
如
何
な
る
君
主
の
命
令
ε
聾
も
、
そ
れ
が
教
會
法
に
適
は
ざ

る
限
う
無
効
で
あ
る
』
（
｝
＆
9
鑑
。
扇
劉
器
窒
娼
『
9
妻
。
筈
、
。
臨
酔
窪
け
）
と
蓮
べ
呪
余
は
俗
槽
が
紳
に
服
ひ
其
の
旨
に
從

ふ
間
、
・
喜
ん
で
其
の
支
持
の
爲
に
援
《
る
で
あ
ら
う
。
然
共
、
俗
権
に
し
て
若
し
騨
の
命
に
背
き
紳
に
封
し
て
争
ひ

而
し
て
余
の
圃
せ
ん
こ
と
を
求
め
ん
か
D
余
は
明
に
答
ふ
る
で
あ
ら
う
。
何
人
よ
う
も
紳
に
つ
か
ざ
る
可
か
ら
す

ε
e
』
（
罠
阜
菖
．
α
＆
ぴ
）
ご
な
し
た
。
聖
ト
マ
ス
に
随
へ
ぱ
、
『
眞
の
幸
輻
に
到
逡
す
る
道
及
ぴ
助
の
澄
の
瞳
硬
鵬
紳
法

に
よ
う
て
啓
示
せ
ら
る
る
も
の
b
で
あ
る
か
ら
『
王
た
る
も
の
は
帥
の
法
を
良
く
學
ぱ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
』
も
の
で
あ

っ
海
。
（
U
o
勾
戯
鼠
記
7
一
鼠
2
ヨ
浮
・
H
も
ダ
轄
．
）
オ
ク
ア
ム
の
ウ
ヰ
リ
ア
ム
は
覇
濫
ε
モ
道
ε
の
砥
別
を
論
じ
、

葦
道
を
蓮
べ
て
自
然
の
法
に
随
は
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
を
揚
言
し
以
て
俗
界
に
於
”
る
甥
o
鼻
＆
o
害
言
畳
蓼
を
制
限

し
π
。
（
O
芝
o
㎎
塑
評
摯
↓
」
・
穿
』
）
實
に
帥
の
法
は
中
世
期
を
蓮
じ
て
立
法
者
の
穫
威
の
泉
源
並
に
制
裁
ε

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

し
て
、
存
し
セ
の
で
あ
る
。
敦
権
論
者
ε
等
し
《
俗
権
論
者
と
難
も
装
の
論
旗
を
紳
の
命
に
置
い
セ
の
で
あ
る
。



　
斯
か
る
自
然
法
の
観
念
は
全
く
マ
キ
ア
ヴ
2
，
の
胸
中
に
存
在
し
塗
か
つ
π
。
彼
は
法
律
を
以
て
輩
に
國
内
に
於

け
る
政
策
の
途
行
手
段
置
し
て
思
料
し
た
。
『
愛
は
義
務
の
紐
に
よ
つ
て
の
み
繋
が
る
も
の
で
あ
る
か
ら
与
性
惑
な
る

人
士
は
自
己
の
利
盆
な
る
時
は
何
時
に
て
も
此
の
義
務
を
破
る
で
あ
ら
う
。
然
る
に
恐
怖
は
刑
罰
の
観
念
に
塞
く
が

故
に
何
人
も
君
主
に
反
す
る
が
如
き
行
爲
に
出
で
な
い
で
あ
ら
う
。
』
（
塁
o
霊
轄
”
名
・
鼻
つ
図
9
）
ε
。
彼
の
目

に
は
．
凡
ゆ
る
法
律
は
偏
へ
に
國
家
の
人
爲
的
手
段
ε
し
て
映
じ
た
。
其
の
始
源
、
其
の
制
裁
が
何
虜
に
慶
す
る
か
の

問
題
は
彼
の
全
然
闘
奥
せ
ざ
る
露
で
あ
つ
た
。
國
内
に
於
け
る
紳
法
の
無
観
は
叉
國
際
間
に
於
け
る
騨
法
の
無
観
で
、

あ
る
．
斯
く
て
、
二
．
國
の
安
蚕
に
し
て
危
ふ
か
ら
ん
か
正
義
、
邪
悪
、
仁
慈
、
残
虐
b
榮
光
、
破
廉
恥
等
を
顧
慮
す

る
の
必
嬰
は
な
い
。
一
國
の
生
命
を
救
ひ
其
の
狽
立
を
全
す
る
に
必
要
な
る
外
は
一
切
を
無
観
す
べ
し
』
（
ご
肉
・
。
8
乱
｝

白
芦
う
）
と
云
ふ
題
激
な
所
説
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
斯
る
彼
の
政
治
論
は
時
代
の
必
要
か
ら
生
じ
た

も
の
（
匹
巨
δ
瑳
㌧
8
。
暮
●
ψ
a
）
で
あ
つ
て
、
着
し
國
家
の
本
質
を
以
て
、
國
家
が
其
れ
自
鐙
よ
ウ
高
き
何
等
の
権

ガ
に
も
支
配
せ
ら
れ
ざ
る
こ
霊
に
存
す
（
学
魯
。
葬
o
．
亀
・
冒
o
冨
§
魯
皆
豪
2
鐸
ξ
》
■
・
O
o
舞
爵
す
κ
）
ε

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壷

見
る
時
は
、
塞
に
マ
キ
ア
ヅ
ヱ
フ
は
中
世
期
の
樫
繕
よ
う
國
家
を
解
放
せ
ん
ε
し
陀
最
初
の
も
の
で
あ
つ
驚
。
吾
人

瞳
巳
に
彼
の
政
治
論
が
時
代
の
必
憂
よ
蚤
生
起
し
π
る
こ
ε
を
蓮
べ
驚
。
而
し
て
其
の
時
代
は
疋
に
近
世
國
家
出
生

の
苦
槽
時
代
で
あ
つ
詫
の
で
あ
る
b
而
し
て
彼
の
目
的
は
本
然
、
耕
太
利
を
濁
立
せ
し
む
る
に
あ
つ
た
け
れ
ご
も
℃

　
　
　
　
　
駄
沿
畢
史
上
の
マ
キ
ア
ヴ
＝
サ
と
ホ
堂
プ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九



　
　
　
　
瞬
漉
峨
衷
上
の
マ
キ
7
鍔
轟
噂
と
ホ
ツ
プ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醐
一
Q

纏
τ
鴇
，
新
瞬
家
原
理
と
し
て
の
國
家
主
義
の
代
表
者
セ
多
し
も
の
で
あ
る
。

産
治
鰯
の
近
代
的
硯
究
は
算
ア
ヅ
ず
に
始
ま
る
（
霊
一
露
も
や
鼻
ら
琶
電
繕
せ
ら
る
る
け
れ
ご
も
鍍
が

磯
錨
⑳
政
治
學
艶
上
に
於
け
る
貢
献
は
國
家
の
斜
箏
的
研
蜜
に
葬
す
し
て
政
治
技
術
の
美
れ
で
て
る
。
被
が
撫
嘩
に

劃
す
る
功
綴
敵
其
の
歌
治
學
説
に
雰
ず
し
て
其
の
研
究
方
法
に
聯
す
と
云
ふ
事
が
出
來
る
。
霊
鵠
榊
腕
の
露
の
如
《

（
o
降
言
島
μ
β
鼻
ワ
3
》
キ
ア
ヅ
戯
り
の
胸
底
に
虹
ウ
し
問
題
は
箕
の
政
治
學
ε
は
何
ぞ
ぜ
曇
ふ
に
罪
し
で
藩
障

常
，
暑
人
を
指
導
す
べ
き
如
何
塗
る
律
銘
が
歴
史
及
び
経
駿
よ
う
享
得
せ
ら
る
る
や
と
曇
ふ
に
あ
つ
セ
の
で
あ
る
。
彼

の
塗
著
蓮
を
通
じ
て
窺
滋
事
の
出
來
る
直
接
實
際
の
目
的
は
伊
太
利
を
奴
隷
の
瓶
態
よ
釦
救
濟
慧
ん
ε
す
る
芋
段
で

あ
る
。
然
典
、
彼
が
艶
の
手
段
に
封
す
る
考
察
の
方
法
は
臆
て
、
政
治
學
を
し
て
瀞
墨
よ
蚤
麗
立
せ
し
め
、
・
國
法
電

政
治
豊
の
匹
別
を
鞭
見
せ
し
功
績
を
彼
に
負
は
し
む
る
に
至
つ
詑
の
で
あ
る
。
（
臨
轟
蓉
露
ご
穿
硝
瞥
8
蔓
鼠
o庵
一
讐
ξ

鷲
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
《
三
）

・
寺
六
世
紀
に
於
け
る
政
治
學
読
は
思
想
界
の
他
の
全
部
面
ε
等
し
く
宗
敷
革
命
の
影
蓼
に
よ
参
て
曳
配
さ
れ
驚
や

熱
し
乍
ら
ル
管
ヲ
驚
メ
ラ
ソ
聡
き
γ
、
カ
ル
”
ソ
等
の
宗
教
革
命
家
の
教
示
の
政
漉
學
饒
上
に
及
ぽ
せ
る
影
蓼
砂

観
南
鳳
全
熱
マ
野
ア
ヴ
出
ジ
の
夫
蜘
霊
相
反
す
る
も
の
で
あ
つ
泥
噂
彼
等
の
見
解
及
び
方
法
に
於
て
鷹
、
噸
ヤ
ア
ダ



昌
，
⑳
陰
理
的
、
罪
遣
徳
的
、
非
宗
数
的
精
纏
は
何
等
の
地
位
を
有
す
る
こ
ε
は
な
い
。
文
藝
復
奥
の
氣
蓮
が
彼
等

塵
及
せ
る
影
響
は
深
大
だ
つ
髭
ピ
は
言
へ
、
彼
等
の
倫
理
及
ぴ
政
泊
學
説
は
嚴
格
な
る
意
味
に
於
て
、
中
機
爵
で
あ

9
て
獅
λ
，
ラ
哲
華
涜
で
あ
る
。
教
會
ε
國
家
の
關
係
、
並
に
國
家
の
遣
徳
的
墓
礎
の
問
題
は
彼
等
の
欧
治
學
瞼
の

る
蔀
で
あ
っ
て
、
造
般
の
問
題
を
論
議
す
る
に
欝
ろ
て
彼
等
は
翠
に
客
毅
蔚
ぎ
博
9
謀
3
欝
議
讐
”
O
鍔
馨
罐
馨
臆

義
蚕
て
蓑
明
せ
ら
れ
柁
學
説
を
壁
展
し
泥
に
萢
ぎ
塗
か
た
。
（
箋
。
》
ご
冒
昏
鱒
ぎ
謹
琶
撃
8
臨
窃
ぎ
蓉
冨
馨
触

ε
鑑
9
け
超
濤
～
6
ぢ
噛
ヤ
累
塗
照
る
キ
ア
ヴ
ヱ
リ
が
政
治
思
想
史
上
に
於
て
は
近
淺
の
勢
頭
に
麗
か
墨
べ
し
垂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ノ
お
も
ゑ
を
き
く
モ
　
ヤ
ぞ
メ
ロ
お
で
を
タ

稽
せ
ら
る
、
に
反
し
て
、
囎
等
宗
教
革
命
家
麟
政
治
愚
想
爽
暴
に
騰
で
は
猶
依
然
と
し
で
、
申
髭
の
曙
黒
中
に
盤
し

た
も
の
電
繋
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
呼
キ
ア
ヴ
ヱ
努
に
よ
う
て
創
始
せ
ら
れ
詫
る
湿
動
の
縫
綾
せ
ら

蜘
セ
は
も
賞
に
｝
9
鋒
匂ご
o
＾
誉
を
倹
π
な
く
て
は
な
ら
な
か
つ
ね
。
ボ
響
ダ
ン
が
敷
治
學
臭
上
に
於
け
る
地
健
に
．
臨

し
て
は
磯
學
者
閥
に
異
論
あ
う
ε
雄
も
、
筏
が
マ
キ
ア
ヅ
鼻
り
に
次
い
で
ア
リ
ス
↑
ラ
鋳
葦
ス
以
後
噛
長
く
迷
轟
に

λ
｝
髭
る
政
治
學
を
し
て
、
英
の
並
嘗
な
る
形
式
及
び
方
法
に
復
せ
し
め
、
少
《
と
も
灘
學
と
し
て
の
外
観
を
與
へ

た
ピ
徽
す
に
於
て
一
致
し
て
ゐ
る
。
マ
キ
ア
ヅ
出
ジ
に
於
て
も
、
歴
更
観
究
及
び
興
の
時
代
窺
察
の
盤
櫨
は
魔
分
に

鶴
嶺
ら
蜘
乾
と
云
つ
て
も
、
其
の
適
用
に
於
て
、
興
は
箪
塗
る
経
濟
論
以
上
に
畿
づ
る
事
な
く
穐
國
象
険
よ
蚤
は
嚢

み
殴
治
の
賞
際
的
行
爲
に
封
す
る
一
東
の
原
顯
を
構
成
し
詫
紀
遇
ぎ
塗
か
つ
陀
。
之
れ
狡
が
宏
だ
政
泊
醸
の
闘
臓
緯

　
　
　
　
畿
治
葱
▼
塵
上
の
マ
キ
7
グ
3
場
と
ホ
ツ
ブ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
崩
轍
蝋



　
　
　
　
『
政
治
學
・
契
上
の
マ
キ
ア
ザ
2
1
と
ホ
ソ
プ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二

智
も
の
（
劉
ぎ
昌
8
ぎ
8
も
鮮
ラ
鳶
）
ピ
藩
せ
ら
る
る
所
以
で
あ
る
。
是
に
反
し
て
ボ
婁
ダ
ン
は
彼
の
秩
序
あ
る

哲
學
の
濫
蕎
よ
多
し
て
、
マ
キ
ア
ヅ
呂
り
の
短
を
補
し
、
以
て
包
括
的
な
る
政
治
學
を
構
成
し
た
。
彼
の
U
o
脚
Φ

讐
茎
8
国
浮
嵩
腕
突
（
千
五
百
八
十
六
年
）
は
政
治
學
上
、
近
世
的
な
る
組
織
的
箸
作
の
矯
矢
ピ
見
倣
す
こ
ピ
が
出
來

番
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
本
書
は
巌
格
な
る
意
味
に
於
て
、
主
棲
に
關
す
る
最
初
の
論
篇
で
あ
つ
た
、

　
洵
に
十
六
健
紀
は
四
大
麓
化
を
齎
し
泥
。
．
而
し
て
其
の
四
大
痩
化
の
各
々
は
當
時
の
思
想
信
仰
の
全
部
を
振
滅
し

得
だ
も
の
で
あ
る
。
世
界
的
主
権
者
足
し
て
の
羅
馬
皇
帝
は
没
落
し
、
彼
は
輩
に
他
の
君
主
に
封
し
て
名
目
的
優
越

を
有
す
る
に
愚
ぎ
ざ
る
一
猫
乙
國
王
に
塗
し
π
こ
ε
其
の
一
で
あ
る
。
法
王
は
反
逆
k
よ
ウ
て
、
甚
し
き
痛
手
を
蒙

ゆ
噂
斯
ぐ
て
、
欧
羅
巴
の
一
雫
は
彼
の
勢
力
圏
よ
り
脱
す
る
に
至
つ
髭
事
其
の
二
で
あ
る
。
肚
會
の
封
建
的
緯
織
は
倒

壊
の
端
に
つ
き
聯
か
《
て
各
王
國
の
君
圭
の
勢
力
の
増
大
を
見
彪
る
事
其
の
三
で
あ
る
。
懐
疑
的
傾
向
を
帯
ぴ
何
等

の
檀
威
に
服
從
す
る
こ
と
な
き
新
研
究
精
紳
の
西
部
並
に
南
部
欧
羅
巴
に
勃
興
せ
る
こ
ε
其
の
四
で
あ
る
。
斯
く
し

τ、

、
中
世
紀
に
蟄
て
疑
は
る
る
こ
ε
の
な
か
つ
セ
穗
力
の
墓
礎
に
關
す
る
傳
統
的
學
説
は
衰
退
し
ね
。
潭
徳
は
牌
學

匙
ダ
分
離
す
る
の
緒
に
つ
き
，
政
治
學
の
輪
廓
は
封
建
的
法
律
よ
り
次
第
に
生
起
す
る
に
至
つ
陀
。
人
々
は
懸
問
を

提
起
し
陀
．
國
王
の
主
根
に
服
從
す
る
の
墓
礎
を
な
す
も
の
は
何
ぞ
や
。
カ
は
糧
利
を
生
ず
る
や
、
或
は
権
利
は
カ

を
生
ず
る
や
。
糟
利
と
は
何
ぞ
や
。
國
王
の
穫
力
の
上
に
何
等
か
の
道
徳
的
宗
敏
的
制
限
あ
◎
や
コ
若
し
有
ウ
ε
せ



ぱ
、
這
般
の
制
限
に
封
す
る
國
王
の
侵
審
は
彼
に
封
す
る
反
逆
を
正
當
稼
ら
し
む
る
も
の
に
非
ず
や
。
艶
等
の
疑
問

は
箪
塗
る
思
辮
的
疑
問
の
み
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
．
信
仰
を
異
に
す
る
鴛
主
ξ
人
民
ε
の
葛
藤
．
或
は
法

王
ε
新
敷
君
主
ε
の
衝
突
を
惹
起
せ
る
宗
教
職
孚
は
箪
に
良
心
の
問
題
の
み
な
ら
ず
實
際
行
爲
を
支
配
す
る
信
念
の

指
導
を
求
め
ん
霊
す
る
も
の
に
と
つ
て
重
大
な
る
圭
義
の
箏
鐵
を
惹
き
起
し
た
か
ら
で
あ
る
。
國
王
が
室
前
に
其
職

櫨
を
撰
大
し
立
法
を
行
ひ
つ
、
あ
つ
た
ε
同
時
に
人
民
又
國
王
に
反
抗
す
ゐ
の
新
理
由
が
生
じ
セ
の
を
壁
見
し
セ
。

圖
王
の
擢
力
を
聖
ペ
テ
・
並
に
皇
帝
に
賦
奥
せ
ら
れ
た
帥
纏
よ
り
演
糧
し
セ
る
奮
學
読
は
巳
に
破
綻
し
π
。
國
家

の
性
質
に
關
す
る
新
解
糧
の
必
婁
を
見
る
に
至
り
斯
く
て
國
家
権
力
に
關
す
る
新
學
醗
の
時
々
、
表
明
せ
ら
る
る
に

至
つ
た
の
で
あ
る
、
然
共
是
等
の
新
學
説
の
解
明
せ
ん
ピ
し
セ
問
題
は
叉
、
其
の
時
代
の
駅
態
に
よ
う
て
左
右
せ
ら

れ
ざ
る
を
得
な
か
つ
乾
。
即
ち
此
の
時
代
に
當
つ
て
は
、
民
族
及
ぴ
國
家
の
統
一
は
一
方
宗
教
的
軋
礫
に
よ
9
、
地

方
℃
國
王
に
封
す
る
地
方
貴
族
の
反
嘘
に
ょ
つ
て
、
脅
か
ざ
れ
た
。
斯
く
て
思
想
家
の
目
的
は
國
家
の
統
聯
を
確
保

す
べ
き
何
等
か
の
轟
絆
を
曇
見
せ
ん
ε
す
る
に
春
し
セ
。
而
し
て
．
ボ
奮
ダ
ソ
の
國
家
論
六
篇
鳳
實
に
斯
か
る
學
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

の
最
初
の
表
明
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
（
ト
犀
箸
2
腔
＆
諺
ぎ
国
算
o
蔓
彗
島
冒
議
鷺
且
窮
3
噴
』
讐
・
“
鴇
墾
撫
）

　
粛
ダ
ン
は
主
権
を
以
て
、
臣
民
の
上
に
春
し
、
法
律
に
よ
う
て
制
限
せ
ら
る
る
こ
ε
莫
き
至
圏
の
構
力
客
＆
窃
塞

翼
鶏
目
蓑
『
昏
窃
貰
霊
9
ぎ
匹
童
び
岳
2
。
毘
錘
唱
o
卿
更
箇
な
勢
と
定
義
し
た
。
主
橿
の
主
要
な
る
特
殊
の
機

　
　
　
　
識
治
愚
・
奥
上
の
マ
キ
ア
ヴ
ヱ
サ
乏
寧
リ
ブ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三



　
　
　
　
激
絵
学
奥
上
の
ヤ
専
7
ヴ
鑑
嘘
と
ホ
ツ
ブ
λ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凶
一
四

穂
は
強
葎
の
制
定
で
あ
る
ゆ
而
し
て
主
槽
の
根
本
観
念
は
法
律
に
ょ
り
て
制
限
せ
ら
れ
ざ
る
所
以
に
存
す
る
を
以
て
、

主
耀
堵
は
、
是
等
の
制
定
し
セ
る
法
律
の
拘
束
力
よ
も
當
然
醗
す
蚤
も
の
で
あ
る
．
彼
に
随
へ
ぱ
主
綾
は
晟
轟
．
無

久
、
無
制
限
、
不
可
分
の
槽
力
で
あ
つ
て
、
全
國
家
を
抱
容
し
其
の
全
作
用
に
遍
通
す
る
も
の
で
あ
る
　
蜜
に
ボ
寧

鋤
γ
は
欄
家
統
醐
の
墓
礎
を
斯
か
る
確
然
た
る
主
椴
の
観
念
に
登
見
し
た
の
で
あ
る
，
彼
が
囲
家
論
六
篇
を
著
し
セ

葛
眞
慧
は
王
権
の
最
高
且
永
久
な
る
こ
ε
を
高
唱
し
以
で
佛
國
王
位
の
張
固
を
計
ら
ん
ビ
す
る
に
あ
ウ
兇
事
ぱ
萌
で

あ
峯
。
無
典
、
彼
が
此
の
企
圖
の
結
果
鳳
曹
に
彼
を
し
て
這
般
の
目
的
を
達
せ
し
め
π
る
に
止
ま
ら
ず
し
て
、
斯
か

篭
期
礁
な
る
主
権
學
畿
の
創
唱
者
（
、
、
H
一
婁
一
受
9
。
。
o
ぎ
幕
奪
§
二
φ
島
穿
圃
繊
8
魯
8
舞
鑑
蕊
罫
箋
9
2
讐

蔑
響
φ
超
蜘
舞
ぎ
8
毘
ひ
6
電
隻
ぎ
ロ
o
讐
o
℃
＆
言
言
の
鼠
肖
、
馨
繕
身
幽
兜
．
嵩
く
器
一
・
魯
・
oo
・
）
乾
ら
し
め
匁
の
で
あ
る
。

　
蝋
マ
ダ
ソ
の
政
治
哲
學
鴛
劉
す
る
貢
獣
は
潤
家
の
特
魅
嘘
も
て
の
主
槽
の
親
念
を
分
析
し
た
事
に
穿
す
る
。
禰
し

驚
湘
敬
獄
文
、
裳
の
分
析
の
方
蟄
に
於
て
ト
呼
メ
、
ホ
働
穿
壌
の
先
漏
を
稼
し
セ
ゐ
る
、
日
《
。
『
建
襲
は
糠
蓮
せ
ち

峯
ぺ
き
偲
目
の
結
論
k
外
な
ら
ね
。
．
散
に
定
義
を
鶴
穣
乾
る
墓
礎
の
土
紅
置
ぐ
婁
な
く
ん
ぱ
箸
入
－
獄
如
何
な
る
豊
瀟
“

管
｝
ね
盛
コ
艦
｝
奨
臓
直
に
御
畑
塑
獅
も
鵡
朔
る
で
あ
ら
・
ン
』
ξ
パ
炉
ぞ
・
伺
●
Ω
劉
一
．
）
楢
量
し
ホ
シ
ブ
累
に
殖
へ
脚
鳳
欝
鰯
醐
の
鎚
㎜
膿
｝
な
る
“
定

雛
｝
臆
宿
學
の
鍍
二
歩
で
あ
も
ハ
冨
《
翼
置
5
㌔
6
R
一
蒼
岱
ぎ
B
誓
o
皇
昏
β
竃
一
蕊
ご
蝕
島
睾
o
馨
鷺
古
鳩
紫
稲
器
”

饗
・
P
，
噂
霞
始
昌
肋
巳
葺
O
誉
a
同
選
も
●
畠
塞
照
）
而
し
｛
、
建
襲
及
び
演
綿
は
實
に
ホ
ツ
プ
ス
の
粥
虜
行
緯
め



る
部
ぞ
あ
つ
た
。
斯
く
℃
ボ
讐
グ
ソ
の
方
法
が
ホ
ツ
プ
ス
に
先
躍
し
℃
ゐ
る
の
を
機
見
す
る
。
彼
は
賞
に
ホ
ツ
プ
メ

の
分
駈
方
法
を
先
立
ち
て
、
行
ひ
π
る
の
み
な
ら
ず
、
更
に
又
、
氣
候
及
地
理
的
駅
態
が
政
治
制
度
及
ぴ
實
際
的
政

治
に
及
†
影
響
を
欝
述
し
て
モ
ン
テ
ス
キ
」
ー
の
歴
史
的
方
法
に
も
先
立
つ
て
ゐ
る
（
》
島
o
躍
暫
彗
魯
の
如
き
は
彼

麹
十
六
憧
紀
の
モ
ン
グ
ス
キ
ユ
，
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
寄
8
彗
弩
鐸
肋
9
曽
霞
9
釜
脅
一
．
国
憂
o
鷺
冒
β
窪
＞
㎎
璽

拶9

誉
β
　
る
α
全
サ
豊
㌻
）
彼
は
ホ
ツ
プ
ス
及
び
鞭
ン
テ
ス
キ
ユ
奪
に
封
し
て
、
其
の
遣
を
拓
い
泥
の
み
な
ら

ず
亀
方
法
、
形
式
、
目
的
に
於
て
、
甚
し
く
相
互
に
隔
つ
て
ゐ
る
之
の
二
人
が
彼
を
學
ん
で
大
に
得
し
薦
あ
つ
た
の

は
疑
を
容
れ
な
い
の
で
あ
る
。
（
ざ
｝
亀
8
5
名
』
罫
ヤ
凱
凱
』
e

　
ボ
U
ダ
ン
は
主
権
を
以
て
國
内
に
於
け
る
最
高
、
無
制
限
、
不
可
分
の
擢
力
な
リ
ピ
倣
し
詑
。
然
ら
ば
主
権
者
は

回
法
k
よ
り
て
何
等
制
限
せ
ら
る
、
事
は
な
い
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ち
、
主
権
者
に
奥
へ
ら
れ
π
、
斯
の
性
質
は
國

法
の
揚
合
ε
同
じ
様
に
榊
及
ぴ
自
然
法
の
拘
束
よ
り
彼
を
醗
せ
し
む
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
紳
及
び
自
然
法

に
繭
し
て
は
、
君
主
は
ル
民
ビ
同
じ
様
に
之
に
拘
束
せ
ら
る
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
紳
及
び
自
然
の
法
を
破
棄
す
る
者

は
弼
人
恩
難
も
t
鱒
の
主
権
の
醐
決
を
脱
す
る
事
を
得
塗
い
も
の
で
あ
る
ε
。
（
響
因
6
昏
拝
2
署
●
固
睾
議
）
叢
に
至

て
、
穣
が
主
権
k
奥
へ
陀
罰
確
な
る
性
質
は
自
然
法
の
親
念
に
よ
う
て
著
し
き
修
正
を
加
へ
ら
れ
髭
の
で
あ
る
。
致

治學ξ

鎗
理
醸
艶
紀
紳
學
霊
の
臨
係
の
問
題
に
於
て
は
、
鋼
馨
〆
ン
臓
噂
キ
ア
ヅ
出
9
が
全
然
乖
蔭
せ
し
め
覚
観
念

　
　
　
　
激
糟
學
轟
土
の
マ
軽
フ
ザ
ヱ
響
ε
廓
ツ
ア
異
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
翼



　
　
　
　
段
治
學
奥
上
叫
㌣
再
ア
ツ
暑
1
電
ホ
ツ
プ
ヌ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六

を
匡
虚
し
泥
。
具
理
は
中
問
に
序
す
る
も
の
ε
思
催
し
た
彼
は
画
の
鮎
に
闘
し
て
も
中
間
に
位
し
て
居
だ
。
紳
及
び

正
義
を
以
て
彼
は
政
治
生
活
並
に
制
度
を
支
配
す
る
事
實
な
夕
ε
観
じ
た
。
塞
に
b
ボ
ー
ダ
ソ
及
ぴ
噂
串
ア
グ
ヱ
ソ

は
近
世
政
治
學
の
二
人
の
開
拓
者
な
り
ε
繕
せ
ら
る
る
（
国
彗
言
葛
鴇
O
・
8
露
島
8
◎
，
鼻
・
O
o
・
蕊
・
）
け
れ
共
、
マ
キ

ア
ヅ
ヱ
リ
が
宗
致
道
徳
を
全
然
無
覗
し
泥
に
反
し
て
、
ボ
蓄
ダ
ソ
は
正
義
及
び
道
徳
法
を
以
て
政
治
學
に
映
く
可
か

ら
ざ
る
も
の
ピ
倣
し
詫
。

　
遊
世
の
政
治
學
は
主
槽
國
家
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
主
梅
國
家
ε
は
確
立
せ
る
政
府
を
有
す
る
國
家
厩

季
等
な
る
事
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
斯
か
る
主
梅
國
家
な
る
観
念
の
解
明
は
偏
に
文
藝
復
興
期
に
遡
つ
て
の
み
之

を
鳥
す
事
が
田
來
る
の
で
あ
る
。
神
塞
羅
馬
帝
國
並
に
中
世
欧
羅
巴
統
一
の
思
想
は
巳
に
、
人
々
の
胸
中
よ
今
浦
滅

L
つ
つ
あ
つ
乾
。
、
賓
際
的
な
る
人
士
は
理
論
家
が
新
理
想
に
封
し
て
表
明
を
輿
ヘ
セ
る
遙
か
以
前
に
於
て
巳
に
翠
軸

なる

歓
羅
巴
政
治
の
思
想
を
放
郷
し
た
の
で
あ
る
。
欧
羅
巴
の
新
生
諸
國
家
の
主
張
に
封
し
℃
確
然
π
る
思
想
の
表

白
せ
ら
る
る
に
至
つ
た
遙
か
以
前
巳
に
濁
立
せ
る
政
府
は
英
國
、
佛
國
、
西
班
牙
覧
濁
乙
b
伊
太
利
忙
樹
立
せ
ら
れ
・

て
お
つ
た
。
而
し
て
遣
般
の
理
想
が
明
確
に
表
白
せ
ら
る
る
に
至
つ
だ
時
は
、
其
の
理
想
は
實
に
主
櫻
の
學
読
ε
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

髭
具
顯
せ
ら
れ
π
も
の
で
あ
つ
た
。
（
ρ
U
・
雪
醤
m
堕
ぎ
疑
9
一
崔
臼
す
署
・
一
9
高
8
塞
照
）

　
梅
人
は
巳
に
ジ
ア
γ
、
濯
蓼
ダ
ン
の
國
家
論
六
篇
が
嚴
格
な
ξ
意
味
に
於
て
主
槽
に
關
す
る
最
初
の
論
篇
な
る
事



を
蓮
べ
た
。
叉
、
遊
世
の
政
治
學
は
主
権
國
家
に
關
す
る
も
の
で
め
勢
駒
且
、
近
世
國
家
の
理
想
が
明
確
に
表
白
せ

ら
れ
し
疇
b
そ
は
主
権
者
の
學
説
の
形
式
を
ε
つ
て
具
顯
し
π
こ
ε
を
述
べ
乾
。
遊
の
意
味
に
於
て
、
㎡
ー
ダ
ン
は

國
家
の
近
世
的
學
設
を
創
始
ぜ
る
名
春
を
ホ
ツ
プ
ス
ε
共
に
耀
ふ
を
得
る
の
で
あ
る
。
（
閂
ぎ
ぎ
鼻
り
ε
為
鐸
ヤ
鳶
●

貫
ト
に
肋
菩
頴
g
魯
ぎ
蕊
o
馬
ω
o
需
亙
讐
ぐ
9
鼠
0
9
巽
o
馨
號
6
鉾
℃
・
尽
参
照
）
然
共
、
近
世
の
國
家
が
其
．

の
脚
生
の
當
初
よ
◎
し
て
、
中
世
の
繋
縛
を
奄
然
離
脱
し
た
も
の
で
は
な
か
つ
忙
楼
に
、
託
世
政
治
學
説
の
表
明
竜
、

共
の
當
初
に
於
て
全
然
℃
中
世
思
想
の
．
奮
套
を
破
却
し
去
つ
泥
も
の
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
ボ
『
ダ
ン
が
一
方

國
家
存
立
の
墓
礎
を
最
高
、
無
制
限
、
不
可
分
¢
る
主
権
の
観
念
に
求
め
乍
ら
他
方
、
紳
及
自
然
の
法
に
執
蓉
し
た

の
は
艶
の
時
代
の
精
紳
で
あ
つ
セ
。
此
の
意
味
に
於
て
、
彼
の
本
書
を
以
て
中
世
よ
⇔
近
世
に
推
移
す
る
過
渡
期
に

あ
る
も
の
ピ
倣
し
允
国
8
曙
O
摩
罰
孟
葺
鼻
教
授
の
詐
言
の
至
賞
な
る
を
畳
え
る
の
で
あ
る
。
　
（
ご
o
寿
一
名
葺
9
砕
鑑

箇
ξ
o
冨
勺
＆
ぐ
”
6
剛
U
℃
・
寮
φ
）
而
し
て
、
桶
國
内
に
於
て
、
飽
の
何
等
の
櫓
力
を
認
め
ず
最
高
不
可
分
ε
倣
さ

れ
た
主
権
が
臆
て
叉
．
繭
及
び
自
然
の
法
の
拘
束
を
も
認
め
ざ
る
檬
に
な
つ
た
砂
は
是
を
ト
マ
ス
も
ホ
ツ
プ
ス
に
挨

た
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
（
未
完
）

救
論
韻
真
上
の
マ
キ
ア
ザ
＆
導
と
ホ
，
プ
ス

＝
電


